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第１ 評価書の目的   

環境性能評価書制度は、関連制度である建築物環境計画書制度とともに次の３つを実現することを目的としていま

す。 

 ① 新築、増築又は改築（以下「新築等」という。）する建築物の環境性能に関する情報を提供し、環境に配慮した

建築物を選択しやすいようにする。 

 ② 環境に配慮した建築物が市場で評価される仕組みをつくる。 

 ③ 建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。 

  環境性能評価書制度は、特に大規模ビル等（新築等に限る。）の環境性能に関する情報を、ビル等を購入、賃借又

は信託受益権の譲渡を受けようとする方に提供することを通じて、上記の３つを実現することを目的としています。 

 

第２ 根拠となる条例等 

 （１） 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12年 12月 22日東京都条例第 215号。以下「条例」

という。） 

 （２） 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（平成 13年 3月 9日東京都規則第 34号。以下「規

則」という。） 

 （３） 東京都建築物環境配慮指針（平成 21年９月 29日東京都告示第 1336号。以下「配慮指針」という。） 

 （４） 東京都環境性能評価書作成基準（令和２年２月 28日東京都告示第 223号。以下「評価書作成基準」という。） 

 

第３ 対象となる建築主（条例第 23条の２） 

  環境性能評価書の作成、交付対象となる建築主は、建築物環境計画書制度で計画書届出義務の対象となる建築物（延

べ面積 2,000 ㎡以上の建築物の新築等）のうち、延べ面積 10,000㎡超（以下「特別大規模特定建築物」という。）か

つ住宅以外の用途（工場等の用途を除く。）の床面積の合計が 2,000㎡以上の建築物の建築主です。 

 

第４ 制度の内容 

 １ 環境性能評価書の作成及び交付（条例第 23条の４） 

  （１） 特別大規模特定建築主（特別大規模特定建築物の新築等をしようとする者をいう。）又は条例第 23条に規

定する工事完了の届出（以下「完了届」という。）を行った特別大規模特定建築主（以下「特別大規模特定建

築物工事完了届出者」という。）は次の場合に、それぞれに応じた相手方に対して環境性能評価書を作成し、

交付しなければなりません。 

     ア 全部又は一部を売却する場合 買受人に交付 

     イ 全部又は一部を賃貸する場合 賃借人に交付 

     ウ 全部又は一部に係る信託受益権を譲渡する場合 譲受人に交付 

  （２） 次の場合には、交付を省略することができます。 

     ア 同一の買受人、賃借人又は信託の受益権の譲受人（以下「買受人等」という。）に売却、賃貸又は信託の

受益権の譲渡（以下「売却等」という。）しようとする住宅以外の用途（工場等の用途を除く）の床面積の

合計が 2,000㎡未満の場合 

     イ 既に一の買受人等に環境性能評価書の交付を行ったことがある場合であって、同一建築物の他の部分を

さらに売却等するとき。ただし、環境性能評価書の評価に変更がないときに限る。 

  

２ 交付する期間（規則 13条の４） 

   工事着手の予定の日の 21日前から、次に掲げるいずれか早い日までの間です。 

  ① 建築物等の全部について、売却又は信託受益権が譲渡された日 

  ② 工事完了日の翌日から起算して 180日を経過した日 

 

 ３ 評価書の種類（評価書作成基準第３ ２） 

   環境性能評価書は作成する期間に応じて設計、変更又は及び完了の３種類があります。 

   計画時の環境性能評価は、特別大規模特定建築主が建築物環境計画書の内容に沿って作成する環境性能評価書で

す（以下「評価書（設計）」という。） 
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   変更時の環境性能評価は、特別大規模特定建築主が変更した建築物環境計画書の内容に沿って作成する環境性能

評価書です（以下「評価書（変更）」という。） 

   完了時の環境性能評価は、特別大規模特定建築物工事完了届出者が特定建築物等工事完了届出書の内容に沿って

作成する環境性能評価書です（以下「評価書（完了）」という。） 

  

４ 環境性能評価書の記載内容の説明（条例第 23条の５） 

   環境性能評価書を交付する場合には、評価内容の説明に努めてください。 

 

 ５ 評価内容の変更（条例第 23条の６） 

   環境性能評価書の交付後に、評価内容に変更が生じた場合には、変更後の環境性能評価書の交付と評価内容の説

明を行うように努めてください。 

 

 ６ 評価書交付状況の届出（条例第 23条の４） 

  （１） 環境性能評価書を交付した場合には、次に掲げるいずれか早い日から起算して 15 日以内に、交付状況を

都へ報告してください。 

     ア 建築物等の全部を売却した又は全部の信託受益権を譲渡した日 

     イ 工事完了日の翌日から起算して、180日を経過した日 

  （２） 報告は「環境性能評価書交付届出書」に次の書面を添付してください。 

     ア 環境性能評価書交付状況一覧 

     イ 交付した環境性能評価書の写し（最初に交付したものに限り、変更があった場合は交付した変更後の環

境性能評価書の写しを含む。） 

 

第５ 手続等の流れ 

 １ 交付義務期間内に建物の全部について売却、若しくは信託受益権の譲渡がない場合又は賃貸する場合 

  （１） 建築主は工事が完了した日の翌日から 180日を経過した日までの期間中に契約した場合に、当該契約の相

手方に売却、信託受益権の譲渡又は賃貸する日までに評価内容の説明及び交付を行います。さらに、180 日

を経過した日の翌日から 15日を経過した日までに都に交付実績を報告してください。 

  （２） 同一借主に賃貸する面積が 2,000㎡未満の場合は、交付等が不要です。ただし、既に賃貸しており、その

部分と今回賃貸する部分を合計した面積が新たに 2,000㎡以上になった場合には、交付等が必要です。 

 

   売却、賃貸等の取引又は契約形態別の交付パターンについては、「第９ 取引形態別の交付パターン」及び「第
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10 契約形態別の交付パターン」をご覧ください。 

 ２ 交付義務期間内に建物の全部について、売却又は信託の受益権を譲渡する場合 

   建築主は売却又は譲渡する日までに契約の相手方に評価内容の説明及び交付を行います。さらに、全てを売却又

は譲渡した日の翌日から 15日を経過した日までに都に交付実績を報告してください。 

 

第６ 表示項目と評価の概要 

  環境性能評価書の表示項目ごとの評価に関する概要は以下のとおりです。詳細については、配慮指針又は東京都建

築物環境計画書作成の手引を参照してください。 

 

 １ 建築物の熱負荷の低減（建築物外皮の熱負荷抑制） 

   日射による熱取得の低減並びに室内外の温度差による熱取得及び熱損失の低減に係る事項について評価します。

PAL*低減率で段階を判断します。 

 

 ２ 省エネルギーシステム（設備システムの高効率化） 

   効率的なエネルギー利用のために行う設備機器のシステム及び制御のシステムの構築に係る事項について評価

します。ERR（Energy Reduction Ratio、設備システムのエネルギー利用の低減率を示す指標）で段階を判断しま

す。また、BELSにおいて一棟又は住宅以外の用途全体で ZEBの要件に適合している場合、その旨を表示します。 

 

 ３ 再生可能エネルギーの利用 

  （１）再生可能エネルギーの変換利用 

     建築物の周辺地域の状況に応じて、再生可能エネルギーを電気又は熱に変換して利用するために行う事項に

ついて評価します。再生可能エネルギーの発電容量、熱利用容量等で段階を判断します。 

  （２）再生可能エネルギー電気の受入れ 

     再生可能エネルギー電気の受入れに係る事項について評価します。再生可能エネルギー電気の CO2 排出係数

及び再生可能エネルギー利用率（再生可能エネルギー利用率に限り電力メニューも可）の数値で段階を判断し

ます。 

 

 ４ 長寿命化等 

  （１）維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 

     社会の変化に適切に対応し建築物の長寿命化を図るために行う建築物の維持管理、更新、改修、用途の変更

等の自由度の確保に係る事項について評価します。躯体以外の劣化対策に係る事項、大型機器の搬出入に係る

事項及びその他に係る事項の取組状況で段階を判断します。 

  （２）躯体の劣化対策 

     建築物の長寿命化を図るため、躯体部分の劣化の進行を遅らせるために行う事項について評価します。住宅

品確法に基づく評価方法基準（一部）への適合状況で段階を判断します。 

 

 ５ 緑化 

  （１）緑の量の確保 

     緑の量の確保のために行う事項について評価します。総緑化面積の敷地面積に対する割合で段階を評価しま

す。 

 

  （２）高木等による緑化 

     建築物上の樹木の確保、高木の植栽及び既存の樹木の保全に係る事項について評価します。建築物上におけ

る樹木の量の確保に係る事項、高木の植栽に係る事項及び既存の樹木の保全に係る事項の取組状況で段階を評

価します。 

 

第７ 環境性能評価書の作成 

   環境性能評価書の様式は、建築物環境計画書の取組・評価書を作成することで、自動的に作成されます。取組・
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評価書と同一の電子データ（エクセルファイル）に含まれていますのでご利用ください。 

 

第８ 交付届出書の作成 

   環境性能評価書交付届出書は、東京都環境局ホームページからダウンロードし、作成してください。 

  ホームページアドレス：https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/epc/index.html 

 

 

第９ 取引形態別の交付パターン 

 

 １ 交付義務期間内に売却等による建築主の変更が生じない場合 

 

 

 

 

 

２ 交付義務期間内のうち、工事完了日以前に売却等による建築主の変更が生じる場合 

 

 

建築物環境

計画書提出 全部売却 

工事完了届 賃貸 

賃借人 

建築主 C と D

の連名 

建築主 A 
実績報告 

建築主CとDは 15日

以内に賃借人への交

付実績を都へ報告（建

築主 Cから Dへの交

付実績を含む） 

一部売却 

建築主D 

全部売却 
賃貸 

建築主 C 

賃借人 A 

建築主 B 

計画書の建築主氏

名等変更届（建築

主 Cと Dの連名） 

建築主 B は 15 日以内

に賃借人 A と買受人で

ある建築主 Cへの交付

実績を都に報告 

21 日以前のため交

付・提出の義務なし 

計画書の建築主氏

名等変更届（建築

主 B→C） 

計画書の建築主氏

名等変更届（建築

主 A→B） 

建築物環境

計画書提出 工事着手 

21日 

交付義務期間 

工事完了届 賃貸 

賃借人 
建築主 A 

建築主 A 

実績報告 

建築主 Aは 15日以内に賃借人

への交付実績を都へ報告 
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 ３ 交付義務期間内のうち、工事完了日以降に全部売却を行う場合 

 

 

 ４ 交付義務期間内のうち工事完了日以降に一部売却を行う場合 

 

 

 ５ 交付義務期間内のうち工事完了日以前に一部売却等を行う場合 

 

 

 

建築物環境

計画書提出 
工事完了届 

賃貸 

賃借人 

建築主 A と B

の連名 

建築主 A 
実績報告 

計画書の建築主氏名等

変更届 

（建築主 Aと Bの連名） 

建築主 Aと Bは 15日以内に

賃借人への交付実績を都へ

報告（建築主AからBへの交

付実績を含む） 

一部売却 

建築主 B 

建築主 A と B

の区分所有 

建築物環境

計画書提出 
工事完了届 

賃貸 

賃借人 A 

建築主 A 

建築主 A 
実績報告 

3のケースと異なり、建築主Aと買受人は区

分所有になるため、一部売却以降は建築主

A の持ち分に係る賃貸についてのみ、評価

書を交付することになる。 

買受人 

一部売却 

（区分所有） 

交付義務期間 

賃借人 B 

建築主 A 

の賃貸 

建築主Aは15日以内

に賃借人A、Bと買受

人への交付実績を都

へ報告 

建築物環境

計画書提出 
工事完了届 

賃貸 

賃借人 

建築主 A 

建築主 A 

実績報告 

工事完了後に全部売却を受けた買受

人 Bは評価書を交付する必要なし 

買受人 B 

全部売却 

建築主 A は 15 日以内に

賃借人と買受人Bへの交

付実績を都へ報告 
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 ６ 交付義務期間内のうち工事完了日以前に区分所有者の持分を売却する場合 

 

 

 ７ 交付義務期間内のうち工事完了日以降に区分所有者の持分を売却する場合 

 

 

第 10 契約形態別の交付パターン 

   は、環境性能評価書の交付実績報告を都に行う方です。 

 

 １ 当該建築物等の全部について受益権の譲渡 

 

  

特別大規模特定建築主 

A 

投資法人等 C  

信託銀行 

B 

信

託

契

約 

信

託

受

益

権 

工事完了日の翌日から起

算して 180日以内に全部

について信託受益権の譲

渡 
証券化して販売 

投資家 E 

投資家 F 

投資家G 

Aが Cに対して譲渡したときに交

付する。C が E、F、G に販売等し

た際には交付する義務なし。Aが

都に実績を報告する。 

建築物環境

計画書提出 
工事完了届 

賃貸 

賃借人 A 

建築主 Aと Bの連名 

建築主 A 

建築主 B 実績報告 

建築主 A 

BからAに

売却 

交付義務期間 

賃借人 B 

賃貸 

建築主Aは 15日以内に賃借人

A、B への交付実績を都へ報告

（建築主Bから建築主Aへの交

付実績を含む。） 

建築物環境

計画書提出 
工事完了届 

賃貸 

賃借人 B 

建築主 A 

建築主 A 

建築主 B 実績報告 

建築物環境計画書の建

築主等氏名等変更届 

（建築主 AB→A） 

建築主Aは 15日以内に賃借

人 A及び Bへの交付実績を

都へ報告（建築主Bから建築

主 Aへの交付実績を含む。） 

賃貸 

賃借人 A 

建築主 A所有 

建築主 A 

Bから Aへ

売却 
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２ テナントに賃貸 

 
  

３ 工事完了日以前に売却 

 

 

 ４ 工事完了日以後に売却 

 

 

 

 

不明な点がありましたら、ヘルプデスクにお問い合わせください。 

 

≪届出の提出先・問い合わせ先≫                   

           東京都建築物環境計画書制度ヘルプデスク 

           〒163-8001 新宿区西新宿二丁目８番１号 都庁第二本庁舎 20階 

           TEL: ０３―５３２０―７８７９（直通） 

           メールアドレス： building@kankyo.metro.tokyo.jp 

 

 

特別大規模特定建築主 

A 

工事完了後に売却 

（環境性能評価書の交付） 

建物購入者 

B 

建物購入者 C 

転売 交付不要 Aが Bに対して交付することが

必要。Bから Cに対して交付す

る義務なし。A が都に実績を報

告する。 

特別大規模特定建築主 

A 

工事完了前に売却 

（環境性能評価書の交付） 特別大規模特定建築主 

B 

交付必要 

建物購入者 C 

工事完了日の翌日から起算して

180日以前に転売 

（環境性能評価書の交付） 

Aが着工後かつ竣工前にBに売却した場合は、建築主

Aから Bに対する交付が必要。竣工後に規則で定める

日数以前に Bが Cに転売した場合は Bが Cに対して

交付することも必要。Aは Bに売却してから 15日以内

に、B は規則で定められた日数までにそれぞれ都に実

績を報告する。 

特別大規模特定建築主 

A 

交付義務期間内の賃貸 

（環境性能評価書の交付） テナント B 
（不動産管理会社への

一括賃貸等） 

テナント C 

転貸 交付不要 
A が B に対して賃貸したときに交付す

る。Bが Cに転貸した際には交付する

義務なし。Aが都に実績を報告する。 


